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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基油と、
　リチウム、カルシウム、マグネシウム及びアルミニウムから成る群より選ばれる少なく
とも１種の金属と分子構造中にヒドロキシル基、カルボキシル基、及びカルボン酸金属塩
基から成る群より選ばれる少なくとも１種を含む脂肪酸との脂肪酸金属塩から成る金属石
鹸系の増ちょう剤と、
　一次粒子の平均粒径が５ｎｍ以下である単結晶ダイヤモンドから成るナノ粒子と、
を含むことを特徴とするグリース組成物。
【請求項２】
　基油と、
　１２ヒドロキシステアリン酸リチウム、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸カルシウ
ム、ステアリン酸アルミニウム又はステアリン酸マグネシウムから成る金属石鹸系の増ち
ょう剤と、
　一次粒子の平均粒径が５ｎｍ以下である単結晶ダイヤモンドから成るナノ粒子と、
を含むことを特徴とするグリース組成物。
【請求項３】
　上記基油は、エステル油、エーテル油及びポリオレフィン油から成る群より選ばれる少
なくとも１種を含む基油である、ことを特徴とする請求項１又は２に記載のグリース組成
物。
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【請求項４】
　脂肪酸エステルを更に含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つの項に記載の
グリース組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グリース組成物に係り、更に詳細には、ナノ粒子を含有し、摺動部位に適用
されるグリース組成物に関する。かかるグリース組成物は、例えば一般工業、自動車や電
気製品に用いられるモーターなどのすべり軸受けやころがり軸受け（ベアリング）、摩擦
が生じる機械構成部品の潤滑に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種の機械装置において、摺動機構の摩擦係数を低減するために潤滑剤が用いら
れている。潤滑剤の改良により摩擦係数を低減することは、作動効率の向上や部材の長寿
命化をもたらす他、静粛化、低振動化にも繋がる。
【０００３】
　例えば、内燃機関の摺動部品に使われる鋼製品に対して使用した際に、特に、摩擦係数
を有意に低減することができ、省燃費化を実現し得るものとして、ナノ粒子含有潤滑油組
成物が開示されている（特許文献１参照。）
【０００４】
　一方で、例えば、自動車用ドライブシャフトの等速ジョイントに対して使用した際に、
特に、構造部品の発する振動音の抑制を実現し得るものとして、有機モリブデン系添加剤
の一例であるモリブデンヂチオカルバメート（ＭｏＤＴＣ）などの固体潤滑性を持つ添加
剤を含有する等速ジョイント用グリースが開示されている（特許文献２参照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２４１４４３号公報
【特許文献２】特開平４－１３０１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、グリースで用いられているＭｏＤＴＣは、化学変化を伴い作用するため
、グリース及び摺動部品の温度の低い始動時や低負荷運転時においては、その効果が限ら
れてしまう。
　このため使用条件によってはグリースによる摩擦低減効果が十分に得られないという問
題点があった。
　また、単にナノ粒子含有潤滑油組成物をグリース状にしただけでは、グリースに含まれ
る添加剤との組み合わせによっては必ずしも低摩擦効果を得られるものでもなく、摩擦低
減効果が十分に得られない。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、その目的と
するところは、低温域から高温域まで広範囲な温度域で低い摩擦係数を発現し得るグリー
ス組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成するため、化学反応に頼らない、物理吸着による低摩擦
メカニズムに着目し、鋭意検討を重ねた。
　その結果、基油に、リチウム、カルシウム、マグネシウム及びアルミニウムから成る群
より選ばれる少なくとも１種の金属と分子構造中にヒドロキシル基、カルボキシル基、及
びカルボン酸金属塩基から成る群より選ばれる少なくとも１種を含む脂肪酸との脂肪酸金
属塩から成る金属石鹸系の増ちょう剤と、一次粒子の平均粒径が５ｎｍ以下である単結晶
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ダイヤモンドから成るナノ粒子とを混合させることなどにより、上記目的を達成できるこ
とを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　即ち、本発明のグリース組成物は、基油と、リチウム、カルシウム、マグネシウム及び
アルミニウムから成る群より選ばれる少なくとも１種の金属と分子構造中にヒドロキシル
基、カルボキシル基、及びカルボン酸金属塩基から成る群より選ばれる少なくとも１種を
含む脂肪酸との脂肪酸金属塩とから成る金属石鹸系の増ちょう剤と、一次粒子の平均粒径
が５ｎｍ以下である単結晶ダイヤモンドから成るナノ粒子と、を含むことを特徴とする。
　
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、基油に、リチウム、カルシウム、マグネシウム及びアルミニウムから
成る群より選ばれる少なくとも１種の金属と分子構造中にヒドロキシル基、カルボキシル
基、及びカルボン酸金属塩基から成る群より選ばれる少なくとも１種を含む脂肪酸類とか
ら成る金属石鹸系の増ちょう剤と、酸化物、炭化物及びダイヤモンドから成る群より選ば
れる少なくとも１種から成るナノ粒子とを混合させることなどとしたため、低温域から高
温域まで広範囲な温度域で低い摩擦係数を発現し得るグリース組成物を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明のグリース組成物について詳細に説明する。
　上述の如く、本発明のグリース組成物は、基油と、リチウム、カルシウム、マグネシウ
ム及びアルミニウムから成る群より選ばれる少なくとも１種の金属と分子構造中にヒドロ
キシル基、カルボキシル基、及びカルボン酸金属塩基から成る群より選ばれる少なくとも
１種を含む脂肪酸類とから成る金属石鹸系の増ちょう剤と、酸化物、炭化物及びダイヤモ
ンドから成る群より選ばれる少なくとも１種から成るナノ粒子とを含むものである。
　このような構成とすることにより、化学変化を伴い作用するＭｏＤＴＣを必須の添加剤
とすることなく、低温域から高温域まで広範囲な温度域で低い摩擦係数を発現し得る。
【００１２】
　なお、現時点においては、摩擦低減効果が得られる理由として、以下のメカニズムを推
定している。
　基油中に、リチウム、カルシウム、マグネシウム及びアルミニウムのうちの少なくとも
１種の金属と分子構造中にヒドロキシル基、カルボキシル基、及びカルボン酸金属塩基の
うちの少なくとも１種を含む脂肪酸類とから成る金属石鹸系の増ちょう剤と、酸化物、炭
化物及びダイヤモンドのうちの少なくとも１種から成るナノ粒子とを共存させると、金属
石鹸系の増ちょう剤は、分子構造中の末端又は側鎖にヒドロキシル基やカルボキシル基、
カルボン酸金属塩基を含んでいるため、極性を有することとなり、表面エネルギーの高い
ナノ粒子の表面に吸着される。
　これにより、系全体のエネルギーが低下する。
　そして、このような増ちょう剤を吸着したナノ粒子は、互いに凝集することなく、グリ
ース中に分散する。ヒドロキシル基やカルボキシル基、カルボン酸金属塩基を含む増ちょ
う剤を吸着したナノ粒子は、摩擦部位に巻き込まれた際に、部品同士が直接接触（メタル
コンタクト）することを抑制し、結果として、摩擦係数を大幅に低減することができる。
　また、このような増ちょう剤を吸着したナノ粒子は、摩擦部位に巻き込まれた際に、表
面突起間の直接接触を抑制するだけでなく、摩擦面に押し付けられることにより、せん断
力の低いトライボフィルムとなり、摩擦面同士のせん断抵抗を減らし、結果として、摩擦
係数を大幅に低減することができる。なお、ナノ粒子は、表面が活性であるため、粉末の
段階において、製造段階や溶媒や、大気中の油脂類などの表面への吸着によって、表面エ
ネルギーが低下することも考えられるが、摩擦により絶えず新生面が露出することにより
、グリース組成物中のヒドロキシル基やカルボキシル基、カルボン酸金属塩基を含む増ち
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ょう剤を吸着することができると考えている。
　更に、基油としてヒドロキシル基を含むエステル油やエーテル油を含む基油を用いるこ
とや添加剤としてヒドロキシル基を含む脂肪酸エステルを添加することにより、リチウム
、カルシウム、マグネシウム及びアルミニウムのうちの少なくとも１種の金属と分子構造
中にヒドロキシル基、カルボキシル基、及びカルボン酸金属塩基のうちの少なくとも１種
を含む脂肪酸類とから成る金属石鹸系の増ちょう剤が、炭化物や酸化物、ダイヤモンドな
どのナノ粒子への吸着に関与して、結果として、摩擦係数を大幅に低減することができる
。
　なお、上記のメカニズムはあくまでも推測に基づくものである。従って、上記のメカニ
ズム以外のメカニズムにより上述のような効果が得られていたとしても、本発明の技術的
範囲に含まれることは言うまでもない。
【００１３】
　以下、各成分につき、更に詳細に説明する。
【００１４】
　まず、本発明に用いることができる基油について説明する。
　上記基油としては、例えば鉱物油や合成油を用いることができる。これらの基油がグリ
ース組成物において主成分であることが望ましいが、特に限定されるものではない。なお
、「主成分」とは、グリース組成物全量基準で５０質量％以上であることをいう。
【００１５】
　上記鉱物油の具体例としては、原油を常圧蒸留及び減圧蒸留して得られた油留分を溶剤
脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、水素化精製、硫酸洗浄、白土処理等の精製
処理を適宜組み合わせて精製したパラフィン系、ナフテン系、ノルマルパラフィン系の油
などを挙げることができる。
【００１６】
　なお、溶剤精製や水素化精製処理したものが一般的であるが、芳香族分をより低減する
ことが可能な高度水素化分解プロセスやＧＴＬ　Ｗａｘ（ガス・トゥー・リキッド・ワッ
クス）を異性化する手法で製造したものを用いることもできる。
【００１７】
　また、上記合成油の具体例としては、例えばα－オレフィンオリゴマー油、ポリブテン
などのポリオレフィン（ＰＡＯ）油を挙げることができる。また、例えばステアリン酸や
オレイン酸等にアルキル基を加えたもの（炭素数１０～２０）であるモノエステル油、ジ
トリデシルグルタレート、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシ
ルアジペート、ジブチルセバケート、ジ（２－エチルヘキシル）セバケート、ジ（２－エ
チルヘキシル）アジペート、メチルアセチルリシノレート、ジオクチルセバケートなどの
ジエステル油、トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴ
ネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールペラ
ルゴネートなどのポリオールエステル（ＰＯＥ）油、トリオクチルトリメリテート、トリ
デシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテートなどの芳香族エステル油、一塩基
酸及び二塩基酸の混合脂肪酸と多価アルコールとのオリゴエステルなどのコンプレックス
エステル油等のエステル油を挙げることができる。更に、例えばポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコールモノエーテル、ポリプロピレング
リコールモノエーテル等のポリグリコールや、モノアルキルトリフェニルエーテル、アル
キルジフェニルエーテル、ジアルキルジフェニルエーテル、テトラフェニルエーテル、ペ
ンタフェニルエーテル、モノアルキルテトラフェニルエーテル、ジアルキルテトラフェニ
ルエーテルなどのフェニルエーテル油等のエーテル油などを挙げることができる。しかし
ながら、これらに限定されるものではない。即ち、パーフルオロアルキルエーテルやシリ
コーン油などその他の合成油を用いることもできる。
　また、これらは単独で用いてもよく、複数を混合して用いてもよい。
【００１８】
　その中でも、ヒドロキシル基を含むエステル油やエーテル油を含む基油は、摩擦係数を
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さらに大幅に低減することができるため、望ましい。
【００１９】
　また、基油の動粘度は、特に制限されるものではないが、１００℃における基油の動粘
度は、２ｍｍ２／ｓ以上であることが好ましく、２０ｍｍ２／ｓ以下であることが好まし
い。
　１００℃における基油の動粘度を２ｍｍ２／ｓ以上とすることによって基油の散逸を抑
えることができる。一方、１００℃における基油の動粘度を２０ｍｍ２／ｓ以下とするこ
とによって、油膜厚さが確保され金属接触を抑え摩擦低減につなげることができる。
【００２０】
　次に、本発明に用いることができる増ちょう剤について説明する。
　上記増ちょう剤としては、リチウム、カルシウム、マグネシウム若しくはアルミニウム
又はこれらの任意の組み合わせに係る金属とヒドロキシル基、カルボキシル基若しくはカ
ルボン酸金属塩基又はこれらの任意の組み合わせに係る基を含む脂肪酸類とから成る金属
石鹸系の増ちょう剤であることを要する。
　なお、一種の基を複数有する場合も本発明の技術的範囲に含まれる。
　上記金属石鹸系の増ちょう剤としては、例えば高級脂肪酸のリチウム塩、カルシウム塩
、マグネシウム塩、アルミニウム塩や、これらのうち少なくとも１つと低級脂肪酸のリチ
ウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、アルミニウム塩のうちの少なくとも１つとの複
合塩を挙げることができる。
　また、好適例としては、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン
酸マグネシウム、ステアリン酸アルミニウム、ヒドロキシステアリン酸リチウムなどを挙
げることができるが、これらに限定されるものではない。
【００２１】
　また、増ちょう剤の含有量は、特に制限はないが、グリース組成物全量基準で、２～３
５質量％であることが好ましい。
　上記含有量が２質量％未満の場合には、増ちょう効果が少なく、グリース状になりにく
いことがある。また、３５質量％を超える場合には、グリース組成物は硬くなり過ぎて十
分な潤滑効果が得られないことがある。
【００２２】
　次に、本発明に用いることができるナノ粒子について説明する。
　上記ナノ粒子としては、一次粒子の平均粒径がナノオーダーであること（具体的には、
一次粒子の平均粒径が１～１００ｎｍ）を要し、一次粒子の平均粒径が１～３０ｎｍであ
ることが好ましく、１～１０ｎｍであることがより好ましく、１～５ｎｍであることが更
に好ましい。
　一次粒子の平均粒径が上記範囲外では著しく低い摩擦係数が得られないことがある他、
摩耗を加速する要因となることがある。
　なお、一次粒子の平均粒径は、紛体として乾燥化した後、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
の観察により測定することができる。
【００２３】
　また、上記ナノ粒子としては、酸化物、炭化物若しくはダイヤモンド又はこれらの混合
物であることを要する。
　酸化物としては、例えば酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化チタン、酸化セリウム
、酸化イットリウム、酸化亜鉛、酸化銅、酸化ホルミウム、酸化ビスマス、酸化コバルト
、酸化鉄若しくは酸化マンガン又はこれらを適宜混合した金属酸化物や、酸化ケイ素など
の非金属酸化物、更には金属酸化物と非金属酸化物を混合したものを挙げることができる
。
　炭化物としては、例えばバナジウムカーバイド、タングステンカーバイド、チタンカー
バイドなどの金属炭化物やシリコンカーバイド（ＳｉＣ）などの非金属炭化物を挙げるこ
とができる。また、これらは単独で用いてもよく、複数を混合して用いてもよい。
　ダイヤモンドとしては、特に単結晶のダイヤモンドを適用することが望ましい。単結晶
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のダイヤモンドから成るナノ粒子は、ＳＰ３構造表層のダングリングボンドにより、ヒド
ロキシル基やカルボキシル基、カルボン酸金属塩基を有する増ちょう剤をより吸着し易く
なり、摩擦係数を大幅に低減することができる。
【００２４】
　特に、一次粒子の平均粒径が３０ｎｍ以下である酸化物や炭化物、ダイヤモンド（クラ
スターダイヤモンド）などのナノ粒子は、一般的に酸化物や炭化物、ダイヤモンド自体の
表面エネルギーが高いのに加え、ナノサイズとすることで体積に対する表面積の割合が極
めて高いため、系としての表面エネルギーが非常に高くなり、上述した増ちょう剤をより
吸着し易くなる。結果として、摩擦係数を大幅に低減することができる。
　その中でも、クラスターダイヤモンドを解砕して得られる一次粒子の平均粒径が５ｎｍ
以下である単結晶のダイヤモンドのナノ粒子は、解砕によりダイヤモンド粒子同士を結合
する非晶質成分が除去され、結晶性の高い粒子のみが抽出されたものであり、ダイヤモン
ド表面のダングリングボンドにより、表面エネルギーが非常に高くなり、上述した増ちょ
う剤をより吸着し易くなる。このようなナノ粒子は、摩擦部位に巻き込まれた際に、部品
同士が直接接触することを抑制し、結果として、摩擦係数を大幅に低減することができる
。
【００２５】
　更に、ナノ粒子の含有量は、特に制限はないが、グリース組成物全量基準で、０．００
１～０．２質量％であることが好ましい。
　上記含有量が０．００１質量％未満の場合には、摩擦係数の顕著な低下が認められない
ことがあり、０．２質量％を超えても摩擦係数低減効果は拡大せず、むしろ不溶解分の沈
降や相手攻撃性が増加する場合があり得る。また、上記含有量が０．１質量％を超えると
、粘度が増加し、粘性抵抗が増すことから、むしろ摩擦係数が上昇する場合があり得る。
【００２６】
　次に、本発明に用いることができる脂肪酸エステルについて説明する。
　脂肪酸エステルとしては、例えば、好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数
８～２４、更に好ましくは炭素数１０～２０の直鎖状又は分枝状炭化水素基を有する脂肪
酸エステルを挙げることができる。炭素数が６～３０の範囲外のときは、摩擦低減効果が
十分に得られない可能性がある。
【００２７】
　炭素数６～３０の直鎖状又は分枝状炭化水素基としては、具体的には、へキシル基、ヘ
プチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基
、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基
、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基、トリコシル基、テトラコシ
ル基、ペンタコシル基、ヘキサコシル基、ヘプタコシル基、オクタコシル基、ノナコシル
基及びトリアコンチル基等のアルキル基や、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基
、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデ
セニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基
、ノナデセニル基、イコセニル基、ヘンイコセニル基、ドコセニル基、トリコセニル基、
テトラコセニル基、ペンタコセニル基、ヘキサコセニル基、ヘプタコセニル基、オクタコ
セニル基、ノナコセニル基及びトリアコンテニル基等のアルケニル基などを挙げることが
できる。
　なお、上記アルキル基及びアルケニル基には、考えられる全ての直鎖状構造及び分枝状
構造が含まれ、また、アルケニル基における二重結合の位置は任意である。
【００２８】
　また、上記脂肪酸エステルとしては、かかる炭素数６～３０の炭化水素基を有する脂肪
酸と脂肪族１価アルコール又は脂肪族多価アルコールとのエステルなどを例示でき、具体
的には、グリセリンモノオレート（ＧＭＯ）、グリセリンジオレート、ソルビタンモノオ
レート及びソルビタンジオレートなどを特に好ましい例として挙げることができる。
　その中でも、ヒドロキシル基を含む脂肪酸エステルが、摩擦係数をさらに大幅に低減す
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ることができるため、望ましい。
【００２９】
　更に、脂肪酸エステルの含有量は、特に制限はないが、グリース組成物全量基準で、好
ましくは０．０５～３．０質量％であり、より好ましくは０．１～２．０質量％、更に好
ましくは０．５～１．４質量％である。上記含有量が０．０５質量％未満であると摩擦低
減効果が小さくなり易く、３．０質量％を超えると基油への溶解性や貯蔵安定性が著しく
悪化し、沈殿物が発生し易いので、好ましくない。
【００３０】
　なお、上述したグリース組成物には、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤、粘着剤、構造安定
剤など種々の添加剤を加えることができる。
　極圧剤としては、例えば、硫化オレフィン、塩素化パラフィン、ジアルキルジチオリン
酸塩類、ジアルキルジチオカルバミン酸塩類、リン酸エステル類、二硫化モリブデン、グ
ラファイトなどを挙げることができる。
　酸化防止剤としては、例えば、フェニル－α－ナフチルアミンなどの芳香族アミン類、
ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾールなどのフェノール類、フェノチアジン、ジアルキルジチ
オリン酸塩類、ジアルキルジチオカルバミン酸塩類などを挙げることができる。
　防錆剤としては、例えばバリウムナフタレンスルフォネートなどのスルフォネート類、
Ｎ－アルキルトリメチレンジアミンジオレートや脂肪族アミン－ナフテン酸縮合物などの
アミン類、各種ナフテン酸塩類、オレイルザルコシンなどのアミノ酸誘導体、亜硝酸ナト
リウム、ベンゾトリアゾール類などを挙げることができる。
　粘着剤としては、例えば、ポリイソブチレンやオレフィン共重合体などのポリマーを挙
げることができる。
　構造安定剤としては、例えば高級アルコール類を挙げることができる。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明する。
【００３２】
（参考例１）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）に、増ちょう剤として
１２ヒドロキシステアリン酸リチウムをグリース組成物全量基準で２５質量％となるよう
に添加し、ナノ粒子としてＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をグリース組成物全量
基準で０．１質量％となるように添加して、本例のグリース組成物を得た。
【００３３】
（参考例２）
　ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をＳｉＣ（一次粒子の平均粒
径：２８ｎｍ）に替えたこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリー
ス組成物を得た。
【００３４】
（実施例３）
　増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリン酸リチウムをステアリン酸リチウムに替
え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子
の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に替えたこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して
、本例のグリース組成物を得た。
【００３５】
（実施例４）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をジエステル（４０℃
における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリ
ン酸リチウムをステアリン酸リチウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均
粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に替えたこと以
外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
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【００３６】
（実施例５）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒
径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に替えたこと以外
は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００３７】
（実施例６）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒
子の平均粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に替え
、そのナノ粒子をグリース組成物全量基準で０．０５質量％となるように添加し、更に、
添加剤としてＧＭＯをグリース組成物全量基準で１質量％となるように添加したこと以外
は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００３８】
（実施例７）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキ
システアリン酸リチウムをステアリン酸カルシウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一
次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に
替えたこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００３９】
（実施例８）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＯＥ（４０℃にお
ける動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリン酸
リチウムをステアリン酸アルミニウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均
粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）に替え、そのナ
ノ粒子をグリース組成物全量基準で０．０４質量％となるように添加したこと以外は、参
考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００４０】
（実施例９）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒
子の平均粒径：７ｎｍ）をダイヤモンド（一次粒子の平均粒径：５ｎｍ、単結晶）とＳｉ
Ｃ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）との混合物に替え、ダイヤモンドをグリース組成物全
量基準で０．１質量％となるように添加し、ＳｉＣをグリース組成物全量基準で０．０３
質量％となるように添加したこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグ
リース組成物を得た。
【００４１】
（参考例１０）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒
子の平均粒径：７ｎｍ）をＡｌ２Ｏ３（一次粒子の平均粒径：１８ｎｍ）に替えたこと以
外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００４２】
（比較例１）
　ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）を添加しなかったこと以外は
、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００４３】
（比較例２）
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　増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリン酸リチウムをステアリン酸アルミニウム
に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）を添加しなかったこと
以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
【００４４】
（比較例３）
　ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をＳｉＣ（一次粒子の平均粒
径：３００ｎｍ）に替えたこと以外は、参考例１と同様の操作をくり返して、本例のグリ
ース組成物を得た。
【００４５】
（比較例４）
　ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径：７ｎｍ）をＡｌ２Ｏ３（一次粒子の平
均粒径：２００ｎｍ）に替えたこと以外は、参考例１と同様の操作をくり返して、本例の
グリース組成物を得た。
【００４６】
（比較例５）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＯＥ（４０℃にお
ける動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリン酸
リチウムをステアリン酸リチウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均粒径
：７ｎｍ）を添加しなかったこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例のグ
リース組成物を得た。
【００４７】
（比較例６）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をジエステル（４０℃
における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキシステアリ
ン酸リチウムをステアリン酸リチウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒子の平均
粒径：７ｎｍ）を添加しなかったこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例
のグリース組成物を得た。
【００４８】
（比較例７）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒
子の平均粒径：７ｎｍ）を添加せず、添加剤としてのＧＭＯをグリース組成物全量基準で
１質量％となるように添加したこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り返して、本例の
グリース組成物を得た。
【００４９】
（比較例８）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、増ちょう剤としての１２ヒドロキ
システアリン酸リチウムをステアリン酸カルシウムに替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一
次粒子の平均粒径：７ｎｍ）を添加しなかったこと以外は、参考例１と同様の操作を繰り
返して、本例のグリース組成物を得た。
【００５０】
（比較例９）
　基油としての鉱物油（４０℃における動粘度：３０ｍｍ２／ｓ）をＰＡＯ（４０℃にお
ける動粘度：３０．６ｍｍ２／ｓ、ＰＡＯ６）に替え、ナノ粒子としてのＳｉＣ（一次粒
子の平均粒径：７ｎｍ）を添加せず、添加剤としてのＭｏＤＴＣをグリース組成物全量基
準でＭｏ重量部で０．０７質量％となるように添加したこと以外は、参考例１と同様の操
作を繰り返して、本例のグリース組成物を得た。
　各例の仕様の一部を表１に示す。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
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［性能評価］
（試験片の作製）
　低摩擦運動システムの接触面の一例として、オプチモール社製ＳＲＶ摩擦試験機用の試
験片を作製した。試験片はＳＵＪ２材から成るディスク（径：２２ｍｍ、厚さ：７．９ｍ
ｍ）とピン（径：１５ｍｍ、幅：２２ｍｍ）を用いた。なお、ディスク及びピンの双方は
研磨加工により表面粗さをＲａ０．０５程度とした。
【００５３】
（ＳＲＶ摩擦試験）
　得られた試験片を、オプチモール社製ＳＲＶ試験機にセットし、表１に示す各例のグリ
ース組成物をディスク摩擦部位に塗布し、下記の試験条件にて、ＳＲＶ摩擦試験を行い、
摩擦係数、及び試験後のディスクの最大摩耗量を測定した。
　得られた結果を表１に併記する。
　なお、表１中の「摩擦係数」としては、試験時間３０分間のうち、最後の５分間の摩擦
係数の平均値を用いた。
　また、表１中の「最大摩耗量」としては、試験後にディスク摩擦部位の最大摩耗量（深
さ）を未摺動部との段差測定により計測した値を用いた。
【００５４】
（試験条件）
・温度　　　：４０℃
・荷重　　　：１００Ｎ
・振幅　　　：３ｍｍ
・周波数　　：１０Ｈｚ
・試験時間　：３０分間
・潤滑方法　：試験前にディスク摩擦部位に各例のグリース組成物を０．２～０．３ｃｍ
３塗布した。
【００５５】
　図１は、ＳＲＶ摩擦試験の要領を示す斜視説明図である。同図に示すように、ディスク
１０上にピン１１が配置されている。矢印Ａは摩擦試験において加えられる加重方向（上
方から下方）、矢印Ｂはピン１１がディスク１０の面上を摺動する方向（水平方向）を示
す。
【００５６】
　表１から、本発明の範囲に属する実施例３～９のグリース組成物は、比較例１～９より
低い摩擦係数を有することが分かる。
　参考例１及び２はナノ粒子としてＳｉＣを、参考例１０はナノ粒子としてＡｌ２Ｏ３を
用いたものであり、いずれも比較例に対して著しく低い摩擦係数を示すことが分かる。
　また、実施例３～９はナノ粒子として単結晶のダイヤモンドを用いたものであり、更に
低い摩擦係数を示すことが分かる。特に、基油にエステル油の一例であるジエステルを用
いた実施例４、ＰＯＥを用いた実施例８、及び添加剤として摩擦調整剤である脂肪酸エス
テルの１種であるＧＭＯを用いた実施例６は、他の仕様に比べて更に低い摩擦係数を示す
ことが分かる。
　更に、実施例９は２種のナノ粒子を分散したものであるが、他の仕様と同様に比較例に
対して著しく低い摩擦係数を示すことが分かる。
　なお、比較例１及び２はナノ粒子を含まないものであり、摩擦係数は０．１４と高い値
を示すことが分かる。
　また、比較例３はＳｉＣを、比較例４はＡｌ２Ｏ３を含むものである。これらは、試験
開始後に低い摩擦係数を示したが（表には未記載）、試験末期は摩耗に伴う表面粗さの悪
化で摩擦係数が上昇し、実施例に比べ大幅に高い摩擦係数となった。また、試験後の摩耗
量は著しく多く、グリース組成物として使用できないレベルとなった。
　更に、比較例５及び６は基油としてエステル油を用いたものであるが、単に基油の変更
だけでは実施例のレベルの低い摩擦係数には至らないことが分かる。同様に、比較例７は
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添加剤として摩擦調整剤である脂肪酸エステルの１種であるＧＭＯを用いたものであるが
、単に摩擦調整剤のみの改善では実施例のレベルの低い摩擦係数には至らないことが分か
る。
　また、比較例９はＭｏＤＴＣを添加した従来の仕様であるが、本試験のような低温の条
件では、実施例に比べ摩擦係数が高く、その効果が十分に得られないことが分かる。
　更にまた、化学反応を伴わないで作用を示すため、熱劣化の影響を受けにくく、グリー
スの長寿命化を実現することができる。
　
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　以上、本発明を若干の実施形態及び実施例によって説明したが、本発明はこれらに限定
されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形が可能である。
【００５８】
　例えば、本発明のグリース組成物は、低摩擦性能の要求される各種機械、装置等の対向
して相対的に運動する接触面に限定なく適用することができ、また、様々な分野で幅広く
省エネルギー対策に貢献することができる。
【００５９】
　具体的には、等速ジョイント部に適用することにより、低摩擦化を実現すると共に、運
転時の振動を運転条件の全域で十分抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】ＳＲＶ摩擦試験の要領を示す斜視説明図である。
【符号の説明】
【００６１】
１０　ディスク
１１　ピン　
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